
 

 

 

2012 年 4 月 6 日 

株式会社みずほ銀行 

 

「売掛債権専用 ABL」の取り扱い開始について 

 

 

株式会社みずほ銀行（頭取：塚本 隆史）は、アセット・ベースト・レンディング（Asset Based Lending、

以下「ABL」）の新たなラインアップとして、2012年4月5日（木）より「売掛債権専用ABL」の取り扱いを開

始しました。 

 

ABLは企業が保有する事業資産（在庫や売掛債権等）を担保にして行う融資手法であり、近年、不動産担

保や個人保証に過度に依存しないスキームとして注目が高まっております。日本銀行においても成長基盤

強化支援資金供給の一つの取り組みとしてわが国経済の成長に貢献していくスキームとして推奨しており

ます。 

 

当行は、今回の商品取り扱い開始を機に、さらなる ABL の取組活性化に努め、円滑な資金供給を行うこ

とで、わが国経済の成長力強化に努めてまいります。 

 

【商品概要】 

項目 内容 

商品名称 売掛債権専用 ABL 

対象先 ソフトウェア業、建設工事業、貸金業等、一部の業種を除く法人 

資金使途 運転資金 

取扱額 30 百万円以上 

金利 当行所定の金利 

担保 担保対象資産 ：売掛債権 

設定する担保権：譲渡担保権 

第三者対抗要件：以下のいずれか 

① 動産債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記 

② 債務者（販売先）に対する確定日付のある証書による通知

③ 債務者（販売先）からの確定日付のある証書による承諾 

※１ 上記以外の詳細につきましては、最寄りの店舗へご照会ください。 

なお、一部お取り扱いできない店舗がございます。 

※２ 所定の審査の結果、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

また、諸条件につきましては個別にご相談させていただきます。 
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